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工事監査の結果について（報告） 

 

 

 

地方自治法第199条第１項及び第５項の規定により、随時監査（工事監査）を実施し

ましたので、同条第９項の規定により、その結果を次のとおり報告します。 

 

 

 



 

令和７年度工事監査報告書 

 

第１　準拠する基準 

伊那市監査委員は、伊那市監査基準（令和２年伊那市監査委員告示第４号）に準

拠して監査を実施した。 

 

第２　監査等の種類 

随時監査（地方自治法第199条第１項及び第５項の規定による監査） 

 

第３　監査の対象 

対 象 工 事　　令和７年度　高遠第２・第３保育園建設　建築工事 

　　（同上）　　　　　　　電気設備工事 

　　（同上）　　　　　　　機械設備工事 

主 管 課　　伊那市教育委員会　教育環境整備課 

工事監督課　　都市整備課 

 

第４　監査の着眼点及び主な実施内容 

対象工事の適法性、合理性、効率性を検証し、さらに設計、施工が適正かつ能率的

に行われているかを、財政面及び技術面から監査するため、公益社団法人日本技術士

会に工事技術調査業務を委託し、工事事務について関係書類の審査と工事現場にて施

工状況の調査を行った。 

監査委員は調査に立ち会い、実地に同行し確認するとともに、技術士による調査結

果の報告に基づいて、総合的に判断を加える方法により監査を実施した。 

 

第５　監査の実施場所及び日程 

監査実施場所　高遠第２・第３保育園建設工事現場 

（伊那市高遠町藤沢2255番地ほか）他 

監査実施日程　令和７年８月27日から令和８年３月13日 

　　　　　　　監査委員による聞き取り及び現地調査は令和７年12月18日に実施 

 

第６　監査の結果 

監査対象工事については、事業は概ね適切な運営が行われ、公共事業として適正

であることが確認された。別紙工事技術調査業務報告書を確認し、今後の工事に役立

てるよう希望する。










































